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１ 予防接種事業 

（１）乳幼児等の予防接種事業 

ア 目的 

  接種を受けた個人に免疫を付けることにより感染及び発症の予防、症状の軽

減化を図る。また、感染症の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増

進を図ることを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

   予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則、 

   定期接種実施要領 

ウ 対象 

予防接種の種類 対象年齢 

４種混合 

（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ） 
１期 

生後３か月～生後９０か月（７歳６

か月）に至るまでの間 

三種混合 

（ジフテリア・百日せき・破傷風） 
１期 

生後３か月～生後９０か月（７歳６

か月）に至るまでの間 

ポリオ 
生後３か月～生後９０か月（７歳６

か月）に至るまでの間 

二種混合 

（ジフテリア・破傷風） 
２期 １１歳～１３歳未満 

麻しん風しん混合 

１期 
生後１２か月～生後２４か月に至

るまでの間 

２期 
５歳～７歳未満で、小学校就学前の

１年間 

日本脳炎 

１期 
生後６か月～生後９０か月（７歳６

か月）に至るまでの間 

２期 ９歳～１３歳未満 

特例対象者 
平成７年 4 月 2 日生～１９年４月１日生の

者は２０歳未満 

BCG 生後１歳に至るまでの間 

ヒブ（Hib） 
生後２か月～生後６０か月（５歳）

に至るまでの間 

小児用肺炎球菌 
生後２か月～生後６０か月（５歳）

に至るまでの間 
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HPV(子宮頸がん予防) 

１２歳となる日の属する年度の初

日から１６歳となる日の属する年

度の末日までの間にある女子 

水痘 

生後１２か月～生後３６か月（３

歳）に至るまでの間  

※平成２６年度に限り、生後３６か月（３

歳）～生後６０か月（５歳）も対象 

エ 対応者 

市内指定医療機関及び県内接種協力医、契約医療機関、保健師、看護師、事

務職員、母子愛育班員 

オ 内容 

     健康福祉センターで行う｢集団予防接種｣、市内指定医療機関で行う｢個別予防

接種｣のほか、｢埼玉県住所地外定期予防接種（インフルエンザを除く）相互乗

り入れ｣制度に基づく県内接種協力医等により予防接種を実施しています。 

カ 実績 

接種状況                         単位：人 

予防接種の種類 年度 延べ対象者 延べ接種者 接種率（％） 

４種混合 

（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ） 

２５ ４，２７２ ３，６４７ ８５．３７ 

２６ ４，０８８ ４，０２６ ９８．４８ 

三種混合 

（ジフテリア・百日せき・破傷風） 

２５ ― １，２３０ ― 

２６ ― ２１７ ― 

ポリオ 
２５ ― １，５８２ ― 

２６ ― ５４１ ― 

二種混合 

（ジフテリア・破傷風） 

２５ １，４２８ ９５２ ６６．６７ 

２６ １，４０２ ８６７ ６１．８４ 

麻しん風しん混合 
２５ ２，３２０ ２，２０６ ９５．０９ 

２６ ２，４５０ ２，２４２ ９１．５１ 

麻しん 
２５ ― ０ ― 

２６ ― ０ ― 

風しん 
２５ ― １ ― 

２６ ― ０ ― 

日本脳炎 
２５ ４，８８５ ４，１４２ ８４．７９ 

２６ ４，９１１ ４，１３６ ８４．２２ 

BCG 
２５ １，０７２   ８９１ ８３．１２ 

２６ ９８６ ９８０ ９９．３９ 
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ヒブ（Hib） 
２５ ４，２７２ ４，５０８ １０５．５２ 

２６ ４，０８８ ４，０９６ １００．２０ 

小児用肺炎球菌 
２５ ４，２７２ ４，３３６ １０１．５０ 

２６ ４，０８８ ４，０８４ ９９．９０ 

HPV（子宮頸がん予防） 
２５ ２，０５５ ２２８ １１．０９ 

２６ ２，０９１ ４ ０．１９ 

水痘 ２６ ― ２，３９７ ― 

※対象者・接種率・・・平成２６年１０月１日現在の人口をもとに独自の計算式

で算定 

キ 事業の経過 

     昭和２３年７月、予防接種法施行。 

昭和２６年、結核予防法が制定。 

昭和３３年４月、予防接種法が改正され、対象疾病から、しょう紅熱が削除、

二種混合（DT）ワクチン（ジフテリア・百日せき）が追加。 

昭和３９年、ポリオ生ワクチンが定期接種になる。 

昭和４３年、三種混合（DPT）ワクチン（ジフテリア・百日せき・破傷風）

が定期接種になる。 

昭和５１年６月、予防接種法が改正され、予防接種による健康被害について

法的救済制度が創設。 

昭和５２年８月、風しんワクチンが定期接種（中学生女子）になる。 

昭和５３年１０月、麻しんが定期接種になる。 

平成元年４月、MMR ワクチン（麻しん・おたふくかぜ・風しん）接種が始

まる。 

平成５年４月、MMR ワクチン実施見合わせになる。 

平成１３年１１月、予防接種法が改正され、一類（百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎）と二類（高齢者のイ

ンフルエンザ）に類型化される。 

平成１６年、結核予防法が改正され、ツベルクリン反応が廃止になり、BCG

直接接種及び接種年齢が生後０日以上６か月未満となる。 

平成１７年５月、日本脳炎ワクチン定期接種の積極的勧奨の差し控え勧告。

同年７月、日本脳炎Ⅲ期接種が廃止。 

平成１８年４月、麻しん風しん混合（MR）ワクチンの２回接種（第１期、

第２期）が導入。 

平成１８年６月、麻しん及び風しん定期予防接種において、単独ワクチンも

接種可能になる。また、平成１８年３月３１日までに麻しん、風

しんの単独ワクチンを接種した者も第２期の接種が可能となる。 
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平成２０年４月、麻しん及び風しん定期予防接種において、５年間の時限的

措置として、中学１年生及び高校３年生に相当する者に対する、

第３期、第４期の麻しん風しん混合ワクチンが導入。これに伴い、

定期の予防接種実施要領が改正。 

平成２１年６月の日本脳炎定期予防接種第１期において、乾燥細胞培養日本

脳炎ワクチンが使用可能となる。 

平成２２年３月の日本脳炎ワクチンの使用期限が到来したことにより、これ

以降、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを用いることが周知される。 

平成２２年４月、日本脳炎の接種勧奨が、標準的な年齢（３歳４歳児）に再

開。 

平成２３年５月２０日の政令・省令改正により日本脳炎の対象者（平成７年

６月１日生まれ～平成１９年４月１日生まれ）が、特例として追

加。 

 平成２４年７月３１日の政令改正により、同年９月１日からのポリオの予防

接種において、生ワクチンの使用を止め、不活化ワクチンを使用

し、接種回数も２回から４回へ変更。ただし、この改正で定期の

予防接種となったのは、３回目までに限定された。 

平成２４年９月２８日の政令改正により、同年１１月１日から４種混合

（DPT-IPV）ワクチンが導入。 

平成２４年１０月２３日の実施要領改正により、同年１１月１日からポリ

オの４回目の接種が定期化。 

平成２５年１月３０日の政令・省令改正により、同日から長期にわたり療

養を必要とする疾病にかかった等により定期の予防接種の機会

を逸した者について、当該機会が確保される。 

平成２５年２月１日の政令改正により、同年４月１日から日本脳炎の対象

者（平成７年４月２日生まれ～平成７年５月３１日生まれ）が、

特例として追加。また、結核の予防接種の対象年齢が生後１歳

に至るまでの間となる。 

平成２５年３月３０日に予防接種法が改正され、同年４月１日から Hib 感

染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症

が A 類疾病に追加され、定期の予防接種の対象となる。これに

より、平成２３年度から実施していた「子宮頸がん等ワクチン

接種緊急促進事業実施概要」に基づく予防接種費用の助成は終

了。また、麻しん及び風しん予防接種の第３期、第４期が終了。 

平成２５年６月１４日、厚生労働省から HPV（子宮頸がん予防）ワクチン

の積極的な接種勧奨の差し控えが勧告。これは、まれに重篤な
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副反応としてけいれんや歩行障害、四肢に力が入らなくなるギ

ラン・バレー症候群等が報告されていることを受け、その発生

頻度や病態等が明らかにされるまでは積極的に勧奨すべきでは

ないとされたため。 

同年１１月１日の省令改正により、小児用肺炎球菌感染症の予

防接種に使用するワクチンを沈降７価肺炎球菌結合型ワクチン

から沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチンに変更。 

     平成２６年７月１６日の政令・省令改正により、同年１０月１日から水痘が

A 類疾病に追加され、定期の予防接種の対象となる。 

ク まとめ 

      予防接種法施行令等の改正により、１０月から水痘が対象疾病に追加された

ことが２６年度の予防接種制度の主な変更点です。引き続き HPV（子宮頸が

ん予防）ワクチンの接種勧奨差し控えが続いたため、接種者数がほぼいない状

況となりました。平成２４年度から導入された４種混合ワクチンへの移行が順

調に進み、三種混合ワクチンの一般販売が中止されたこと、単独ポリオの接種

も減少傾向であることから、完全移行も近くなりました。 

 

（２）高齢者インフルエンザ予防接種事業 

 ア 目的 

    高齢者のインフルエンザへの感染の防止を図り、もって高齢者の健康増進を図

ることを目的とする。 

 イ 根拠・関連法令 

    予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則、定

期接種実施要領、入間市高齢者のインフルエンザ予防接種事業実施要綱 

 ウ 対象 

    インフルエンザ予防接種を希望する者のうち、接種日に６５歳以上の者及び接

種日に６０歳以上６５歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に極度の障害の

ある者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある者（いずれも身

体障害者手帳１級相当の障害） 

 エ 対応者 

指定医療機関等及び県内接種協力医、保健師、事務職員 

 オ 内容 

    毎年１０月２０日から翌年１月３１日まで、指定医療機関等で行う｢個別予防

接種｣のほか、｢埼玉県住所地外インフルエンザ予防接種相互乗り入れ｣制度に基

づき、県内の接種協力医により予防接種を実施しています。平成２６年度の自

己負担は原則１，０００円です。 
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 カ 実績 

接種状況                            単位：人 

区分 

年度 
対象者 接種者 

接種率

（％） 

再掲 

指定 

医療機関等 

相互 

乗り入れ 
その他 

２５ ３５，３７０ １５，１５５ ４２．８５ １３，１８８ １，９５６ １１ 

２６ ３７，１５７ １６，３７０ ４４．０６ １４，２２５ ２，１３６ ９ 

     ※その他：依頼書による接種等 

 キ 事業の経過 

平成１３年度から実施しています。 

平成１６年度から埼玉県住所地外インフルエンザ予防接種相互乗り入れ制度

が始まりました。 

 ク まとめ 

高齢者インフルエンザ予防接種については、前年度と比較し、接種者数、接種

率は増加しました。 

 

（３）高齢者肺炎球菌予防接種事業 

 ア 目的 

    高齢者の肺炎球菌感染症を予防し、もって高齢者の健康増進を図ることを目的

とする。 

 イ 根拠・関連法令 

    予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則、定

期接種実施要領、入間市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱 

 ウ 対象 

    肺炎球菌予防接種を希望する者のうち、接種日において７０歳以上の者。ただ

し、既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある者は対象外とする。 

   ※１０月１日からは、年度内に６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、 

１００歳及び１０１歳以上になる者及び、接種日に６０歳以上６５歳未満で、心

臓、腎臓、呼吸器の機能に極度の障害のある者又はヒト免疫不全ウイルスにより

免疫の機能に障害のある者（いずれも身体障害者１級程度の障害）が定期接種の

対象者として加わりました。 

 エ 対応者 

指定医療機関等及び県内接種協力医、保健師、事務職員 

 オ 内容 

    市内指定医療機関で行う｢個別予防接種｣を実施しています。平成２６年度の自

己負担は原則５，０００円です。 
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   ※１０月１日からは、「埼玉県住所地外定期予防接種（インフルエンザを除く）

相互乗り入れ」制度に基づく県内接種協力医、契約医療機関等でも実施していま

す。 

 カ 実績 

接種状況                    単位：人 

区分 

年度 
対象者 接種者 

接種率

（％） 

２５ ２０，０６６ ７７４ ３．８６ 

２６ ２３，７４１ ３，６３６ １５．３２ 

 キ 事業の経過 

平成２１年度から実施しています。接種期間は１１月１日から翌年１月３１日

までとしました。 

平成２２年度からは、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある者も対象

としました。 

平成２３年度は、ワクチン不足により接種期間を３月末まで延長しました。 

平成２４年度は、接種者数の拡大をはかるため、接種期間を３月末までとしま

した。 

平成２５年度からは接種期間を通年としました。 

平成２６年度からは、１０月１日以降定期接種として実施されるようになりま

した。 

 ク まとめ 

肺炎球菌は高齢者の肺炎の主な原因とされており、定期接種となったことから、

今後も高齢者人口が増えることと併せて、接種数が高い水準で推移すると考えら

れます。 

 

（４）風しん予防接種費用助成事業 

 ア 目的 

    風しんの感染を予防するための予防接種を受ける者に対し、当該予防接種費用

を助成することにより、その接種率を高め、もって先天性風しん症候群を予防す

ることを目的とする。 

 イ 根拠・関連法令 

    入間市風しん予防接種費用助成金交付要綱 

 ウ 対象 

    風しん抗体検査等の結果、予防接種を受ける必要があるとされた者で、妊娠を

予定し、又は希望している女性で１９歳以上４９歳以下の者、及び風しんの抗体

価が低いとされた妊娠している女性の夫、胎児の父又は同居者で１９歳以上の者。 
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 エ 対応者 

保健師、事務職員 

 オ 内容 

    風しんの予防接種を受けた助成の対象者から、書面により助成金の交付申請を

受け付け、審査の結果、交付が決定すると、申請者に対し助成金（上限３，００

０円）を交付します。 

 カ 実績 

交付状況                      単位：人 

区分 

年度 
交付者 

再掲 

女性 男性 

２５ ４２０ ３２２ ９８ 

２６ ４７ ４１ ６ 

 キ 事業の経過 

平成２５年度から実施しています。対象期間は、平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までとしました。 

平成２６年度からは、対象の条件に「風しん抗体検査等の結果、予防接種を受

ける必要があるとされた者」を加えて、通年で実施しています。 

 ク まとめ 

平成２５年に成人を中心とした風しんの大流行が発生したため、先天性風しん

症候群を予防する最良の方法である風しんの予防接種を促進するために、接種費

用の助成を緊急的に開始しました。平成２６年度は、流行が収まりつつあるなか、

４７人の利用があり、先天性風しん症候群の予防に努めることができました。 

 

 


